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認知症になっても 

自分らしく

暮らせるまちに
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１．認知症対策アクションプランについて
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２
．
認
知
症
対
策
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
令
和
6
年
度
実
績
、
令
和
７
年
度
計
画

令
和
7
年
1
月
末
現
在

上
期

下
期

1
新
規

介
護
予
防
ポ
イ
ン
ト
制
度
の
創
設

介
護
予
防
活
動
や
、
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
生
活
支
援
活
動
等
の
社
会
参
加
を
通
し

て
、
生
き
が
い
や
、
認
知
症
も
含
む
介
護
予
防
に
取
り
組
む
き
っ
か
け
と
な
る
よ

う
、
新
た
に
ポ
イ
ン
ト
制
度
を
創
設
し
ま
す
。

1月
15
日
介
護
予
防
・
健
康
ポ
イ
ン
ト
事
業
「
笑
顔
ミ
ラ
イ
ち
ょ

き
ん
」
開
始

参
加
者
：
1,
55
9名

、
登
録
団
体
数
：
2
1
2
団
体
、

活
動
数
：
70
2活

動
（
令
和
7年

2
月
現
在
）

2
新
規

ア
ク
テ
ィ
ブ
シ
ニ
ア
の
た
め
の

か
ら
だ
測
定
会

前
期
高
齢
者
の
段
階
か
ら
自
身
の
健
康
状
態
を
知
り
、
フ
レ
イ
ル
対
策
や
認
知
症
予

防
に
取
り
組
む
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
、
測
定
を
営
む
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

11
～
12
月
に
7会

場
で
開
催
、
延
べ
5
0
1
名
参
加

3
既
存

認
知
症
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
活
用

初
期
症
状
の
段
階
で
認
知
症
を
発
見
で
き
る
よ
う
、
認
知
症
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
活

用
を
促
進
し
ま
す
。

特
定
健
診
の
案
内
に
同
封

4,
6,
8月

に
19
,9
47
件
発
送

4
拡
充

「
つ
な
が
り
ノ
ー
ト
」
を
活
用
し
た
、

認
知
症
専
門
医
療
機
関
等
と
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
強
化

認
知
症
専
門
医
療
機
関
等
が
認
知
症
診
断
を
受
け
た
対
象
者
情
報
(本

人
同
意
)を

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
提
供
す
る
仕
組
み
を
構
築
し
ま
す
。

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
立
ち
上
げ

5
新
規

受
診
拒
否
で
医
療
に
結
び
つ
か
な
い
人

へ
の
支
援

認
知
症
な
ど
に
よ
り
、
医
療
が
必
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
介
入
困
難
な
ケ
ー
ス

の
早
期
介
入
・
早
期
対
応
に
つ
な
が
る
よ
う
、
認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
等
が
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
て
対
応
す
る
体
制
を
構
築
し
ま
す
。

他
市
の
先
進
事
例
を
調
査

6
新
規

認
知
症
相
談
・
対
応
機
関
周
知
冊
子
の

作
成

認
知
症
の
進
行
に
合
わ
せ
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
内

容
等
を
記
載
し
た
冊
子
で
あ
る
認
知
症
ケ
ア
ネ
ッ
ト
の
改
訂
を
行
い
ま
す
。

相
談
場
面
で
使
用
す
る
「
川
西
市
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
～
あ
ん
し
ん

ガ
イ
ド
編
～
」
と
、
「
認
知
症
の
診
断
･
治
療
が
で
き
る
医
療
機

関
一
覧
」
を
医
師
会
の
協
力
の
も
と
作
成

7
拡
充

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
の

活
動
強
化

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
が
チ
ー
ム
オ
レ
ン
ジ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
兼
務
す
る
こ

と
で
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
課
題
解
決
等
に
取
り
組
み
ま
す
。

4月
～
チ
ー
ム
オ
レ
ン
ジ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
兼
務

8
新
規

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の

機
能
強
化

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
専
門
職
の
業
務
効
率
化
及
び
負
担
軽
減
を
進
め
、
機
能

強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
沿
っ
た
運
営
を
行
い
ま
す
。

4月
～
各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
事
務
員
を
配
置

9
拡
充

認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
の

機
動
力
の
強
化

認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
と
医
療
・
介
護
専
門
職
で
構
成
す
る
「
認
知
症
初
期
集
中
支
援

チ
ー
ム
」
に
つ
い
て
、
よ
り
タ
イ
ム
リ
ー
で
機
動
力
の
あ
る
対
応
が
可
能
と
な
る
仕

組
み
を
構
築
し
ま
す

対
応
ケ
ー
ス
：
3件

令
和
７
年
度
計
画

分
類

区
分

取
組
名
称

内
容

令
和
6
年
度
実
績

１ ． 認 知 症 の 早 期 発 見 と 早 期 対 応

継
続
し
て
実
施

7会
場
で
開
催
予
定

令
和
8年

度

開
始
予
定

継
続
し
て
実
施

周
知

各
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
計
画

継
続
し
て
実
施

ス
マ
ホ
講
習
会
を
2会

場
で
開
催

令
和
8年

度

開
始
予
定

継
続
し
て
実
施

継
続
し
て
実
施

チ
ー
ム
の
周
知
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上
期

下
期

令
和
７
年
度
計
画

分
類

区
分

取
組
名
称

内
容

令
和
6
年
度
実
績

10
既
存

認
知
症
地
域
資
源
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

構
築
事
業
推
進
会
議
の
開
催

認
知
症
に
関
す
る
支
援
関
係
者
相
互
の
情
報
共
有
と
有
機
的
な
連
携
体
制
の
も
と
、

認
知
症
行
方
不
明
者
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実
に
つ
な
げ
ま
す
。

第
1回

6月
26
日
開
催

第
2回

3月
17
日
開
催
予
定

11
既
存

「
認
知
症
み
ま
も
り
登
録
」
の
実
施

認
知
症
等
の
理
由
に
よ
り
行
方
不
明
に
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
高
齢
者
に
対
し
、
本
人

に
関
す
る
情
報
を
事
前
に
登
録
し
、
地
域
の
協
力
の
も
と
、
日
頃
か
ら
地
域
で
の
見

守
り
を
行
い
ま
す
。

登
録
者
数
：
12
4名

（
今
年
度
新
規
申
請
3
6
名
）

12
新
規

認
知
症
み
ま
も
り
登
録
者
の

認
知
症
損
害
賠
償
保
険
へ
の
加
入

認
知
症
み
ま
も
り
登
録
者
を
対
象
に
、
日
常
生
活
に
お
け
る
事
故
等
の
賠
償
金
の
補

填
を
行
う
保
険
に
加
入
し
ま
す
。

10
月
～
「
認
知
症
高
齢
者
等
あ
ん
し
ん
保
険
事
業
」
開
始

申
請
：
53
件
　

保
険
金
請
求
件
数
：
0件

13
新
規

認
知
症
み
ま
も
り
登
録
者
へ
の

GP
S靴

の
給
付

希
望
す
る
認
知
症
み
ま
も
り
登
録
者
に
対
し
、
新
た
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
能
付
き
の
靴
を
給

付
し
、
行
方
不
明
時
の
早
期
発
見
に
つ
な
げ
ま
す
。

10
月
～
「
こ
こ
や
で
GP
S」

開
始

申
請
：
12
件
（
靴
GP
S6
件
、
う
ち
靴
加
工
1
件
）

14
拡
充

認
知
症
み
ま
も
り
登
録
者
へ
の

「
つ
な
が
り
ノ
ー
ト
」
の
配
布

認
知
症
み
ま
も
り
登
録
者
本
人
の
情
報
や
必
要
な
ケ
ア
等
を
記
入
す
る
こ
と
が
で
き

る
「
つ
な
が
り
ノ
ー
ト
」
を
配
布
し
、
本
人
・
家
族
・
専
門
職
間
の
連
携
を
深
め
ま

す
。

8月
～
認
知
症
み
ま
も
り
登
録
者
に
つ
な
が
り
ノ
ー
ト
Ⅰ
・
Ⅲ
を

配
布

15
既
存

「
川
西
行
方
不
明
者
SO
Sネ

ッ
ト
」
の

運
用

24
時
間
36
5日

行
方
不
明
者
情
報
を
メ
ー
ル
配
信
す
る
「
川
西
行
方
不
明
者
Ｓ
Ｏ
Ｓ

ネ
ッ
ト
」
を
運
用
し
、
行
方
不
明
時
の
早
期
発
見
に
努
め
ま
す
。

メ
ー
ル
配
信
数
：
9件

（
う
ち
川
西
市
民
7
件
）

16
新
規

通
い
の
場
へ
の
支
援

介
護
予
防
に
資
す
る
住
民
主
体
の
様
々
な
通
い
の
場
に
対
し
て
、
活
動
の
継
続
と
活

性
化
に
必
要
な
支
援
を
実
施
し
ま
す
。
特
に
、
認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
な
ど
が
安

心
し
て
過
ご
せ
る
居
場
所
で
あ
る
認
知
症
カ
フ
ェ
に
お
い
て
は
、
専
門
職
の
派
遣
等

の
支
援
を
行
い
ま
す
。

通
い
の
場
の
現
状
と
ニ
ー
ズ
を
調
査

17
新
規

訪
問
型
支
え
あ
い
活
動
へ
の
支
援

地
域
住
民
に
よ
る
訪
問
型
支
え
あ
い
活
動
を
行
う
団
体
に
対
し
て
、
活
動
の
継
続
と

活
性
化
に
必
要
な
支
援
を
行
い
ま
す

7月
～
「
訪
問
型
支
え
あ
い
活
動
補
助
金
」
申
請
受
付
開
始

10
月
～
補
助
金
交
付
開
始

申
請
団
体
数
:1
0団

体
（
交
付
金
額
8
9
万
円
）

活
動
団
体
交
流
会
2回

開
催
：
参
加
3
5
団
体
、
出
席
者
1
1
6
名

18
拡
充

認
知
症
に
や
さ
し
い
移
動
販
売

移
動
販
売
を
通
じ
て
、
認
知
症
の
人
の
社
会
参
加
の
機
会
を
創
出
す
る
と
と
も
に
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
と
連
携
し
、
認
知
症
の
疑
い
の
あ
る
人
を
発
見
し
、
見

守
る
仕
組
み
を
整
備
し
ま
す
。

移
動
販
売
：
48
拠
点
、
69
か
所
（
令
和
7
年
2
月
現
在
）

19
拡
充

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の

整
備

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
へ
の
日
帰
り
の
通
所
に
お
い
て
、
認
知
症
の
専
門
ス
タ
ッ

フ
に
よ
る
入
浴
・
食
事
の
提
供
、
健
康
チ
ェ
ッ
ク
、
生
活
指
導
や
機
能
訓
練
等
を
行

う
「
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
」
を
１
箇
所
整
備
し
ま
す
。

20
拡
充

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）
の
整
備

身
近
な
地
域
で
家
庭
的
な
雰
囲
気
の
も
と
共
同
生
活
を
行
う
住
居
に
お
い
て
、
入

浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
助
や
機
能
訓
練
等
を
行
う
「
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護
（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）
」
を
１
箇
所
整
備
し
ま
す
。

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
・
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護
を
9月

に
公
募
、
「
株
式
会
社
　
日
光
ハ
ウ
ジ
ン
グ
」

を
選
定

２ ． 認 知 症 本 人 及 び 家 族 支 援

継
続
し
て
実
施

協
議
を
継
続

継
続
し
て
実
施

継
続
し
て
実
施

継
続
し
て
実
施

継
続
し
て
実
施

補
助
の
拡
充

継
続
し
て
実
施

継
続
し
て
実
施

継
続
し
て
実
施 開
設
予
定
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上
期

下
期

令
和
７
年
度
計
画

分
類

区
分

取
組
名
称

内
容

令
和
6
年
度
実
績

21
新
規

認
知
症
啓
発
講
演
会
・

VR
体
験
会
の
開
催

認
知
症
に
な
じ
み
が
な
い
人
が
体
験
を
通
し
て
自
分
事
と
し
て
認
知
症
を
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
認
知
症
啓
発
講
演
会
や
Ｖ
Ｒ
体
験
会
を
開
催
し
ま
す

9月
に
「
認
知
症
フ
レ
ン
ド
リ
ー
講
座
」
を
7
会
場
で
開
催
、

計
19
8名

参
加

22
既
存

認
知
症
啓
発
活
動
の
充
実

認
知
症
月
間
で
あ
る
９
月
に
合
わ
せ
て
啓
発
活
動
を
実
施
し
ま
す
。

ま
た
、
認
知
症
の
人
が
望
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
を
周
囲
に
伝
え
る
ツ
ー
ル
で
あ
る

「
希
望
を
か
な
え
る
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
」
を
、
当
事
者
や
家
族
、
地
域
住
民
、
民
間
事

業
所
等
に
周
知
し
ま
す
。

希
望
を
か
な
え
る
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
、
介
護
マ
ー
ク
の
作
成
・
周
知

3月
17
日
～
市
役
所
に
て
展
示
ブ
ー
ス
設
置

23
既
存

権
利
擁
護
の
推
進

「
川
西
市
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー
“
か
け
は
し
”
」
等
と
連
携
し
、
適
切
な
制
度

の
利
用
に
よ
り
、
認
知
症
の
人
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
、
認
知
症
が
あ
っ
て
も
住
み
慣

れ
た
地
域
で
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
よ
う
支
援
し
ま
す
。

「
川
西
市
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー
“
か
け
は
し
”
」
等
と
連
携

24
新
規

認
知
症
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
講
座
の
開
催

認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
の
支
援
ニ
ー
ズ
と
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
等
に
よ
る
支
援

を
つ
な
ぐ
仕
組
み
で
あ
る
「
チ
ー
ム
オ
レ
ン
ジ
」
に
参
画
す
る
人
に
対
し
、
高
齢
者

の
心
身
等
に
関
す
る
知
識
を
深
め
る
た
め
の
認
知
症
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
講
座
を
実
施

し
ま
す
。

3月
に
1件

開
催
予
定
（
川
北
地
区
も
の
わ
す
れ
カ
フ
ェ
）

25
拡
充

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
の

活
動
強
化
※
再
掲

26
拡
充

若
い
世
代
へ
の
と
ぎ
れ
の
な
い
認
知
症

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
の
開
催

小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
等
に
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
を
派
遣
し
、
認
知
症
サ

ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

小
学
校
：
け
や
き
坂
小
、
清
和
台
南
小

中
学
校
：
川
西
南
中
、
川
西
中
、
明
峰
中
、
緑
台
中

大
学
：
大
阪
青
山
大
学

27
既
存

キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
養
成
研
修
の
実

施

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
の
講
師
役
で
あ
る
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
を
養
成
す

る
た
め
に
、
伊
丹
市
、
宝
塚
市
、
三
田
市
、
猪
名
川
町
と
共
同
で
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
・

メ
イ
ト
養
成
研
修
を
実
施
し
ま
す
。

11
月
21
日
川
西
市
で
開
催
、
38
名
受
講
（
う
ち
川
西
市
8
名
）

28
拡
充

若
年
性
認
知
症
に
つ
い
て
の
啓
発

若
年
性
認
知
症
に
対
す
る
正
し
い
理
解
を
広
め
る
と
と
も
に
、
兵
庫
県
で
実
施
す
る

事
業
主
向
け
の
支
援
施
策
の
活
用
や
、
若
年
性
認
知
症
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と

の
連
携
等
の
取
組
を
進
め
ま
す
。

認
知
症
月
間
の
啓
発
に
て
、
あ
わ
せ
て
実
施

29
新
規

若
年
性
認
知
症
の
人
を
対
象
と
し
た
通

い
の
場
の
創
設

若
年
性
認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
が
認
知
症
に
関
す
る
情
報
を
交
換
し
た
り
、
悩
み

を
相
談
す
る
こ
と
の
で
き
る
通
い
の
場
を
創
設
し
ま
す
。

若
年
性
認
知
症
の
人
や
関
係
機
関
と
意
見
交
換
を
実
施

30
拡
充

若
年
性
認
知
症
の
人
を
対
象
と
し
た
就

労
支
援
等
の
実
施

若
年
性
認
知
症
の
本
人
及
び
家
族
が
、
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る

よ
う
、
関
係
機
関
と
連
携
し
、
本
人
及
び
そ
の
家
族
へ
の
相
談
等
を
、
障
が
い
者
施

策
と
一
体
的
に
行
い
ま
す
。

1月
6日

障
が
い
者
雇
用
･就

労
支
援
セ
ン
タ
ー
開
設

（
障
害
福
祉
課
）

４ ． 若 年 性 認 知 症 へ の 対 応３ ． 認 知 症 に な っ て も 安 心 し て 暮 ら せ る ま ち づ く り

講
座
随
時
開
催 三

田
市

開
催
予
定

継
続
し
て
実
施

継
続
し
て
実
施

継
続
し
て
実
施

県

開
催
予
定

9月

開
催
予
定

継
続
し
て
実
施

協
議
を
継
続

各
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
計
画

5



３．令和6年度　主な新規事業
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川西市介護予防・健康ポイント事業

かわにしサポートナビ〈かわナビ〉で検索
介護予防
活動に
参加したい https://chiiki-kaigo.casio.jp/kawanishi

支えあい活動　　通いの場　　講座

例えば

私たちのやっている活動ってポイント対象？
介護予防
活動団体
募集中！

随時受付中です！
川西市介護保険課へお問い合わせください

https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/fukushi_kaigo/1017467/1001127/1020341.html

お問い合わせ先

笑顔ミライちょきんコールセンター　０１２０－５２４－５０１

川西市介護保険課　０７２－７４０－１１４８
R7.1

一緒に
介護予防活動しよう！

登録申請方法など、市ホームページにも掲載しています

わたしも！あなたも！

※相談内容によっては有料の場合があります

ソフトバンクイオンタウン川西
川西市多田桜木1丁目4-1
072-791-0112

ソフトバンクラソラ川西
川西市栄町11-1ラソラ川西2階
072-744-0480

ａｕショップ 川西
川西市栄町11-1
　　ラソラ川西1階
0800-700-1677

ソフトバンクイオンモール猪名川
猪名川町白金2丁目1-1
　　イオンモール猪名川2階
072-744-3628





川西市

認知症高齢者等あんしん保険事業

認知症の人が日常生活における偶然な事故により、他人にケガを負わ
せたり、他人の財物を壊した等によって、法律上の損害賠償責任を
負ってしまった場合に、市がその賠償金を保険で補償する事業です。

・川西市に住民票があり、居住されている方

・「川西市認知症みまもり登録」の登録をされている方
　（※一部施設入所者、長期入院者は対象外）
・他の認知症損害賠償保険に加入されていない方

お
問
い
合
わ
せ

川西市福祉部　介護保険課　中央地域包括支援センター　
　Ｔel：０７２‐７５５‐７５８１　　Ｆａｘ：０７２‐７４０‐２００３

三井住友海上火災保険株式会社　　兵庫支店　阪神支社
　Ｔel：０６‐６４９１‐８９１１　　Ｆａｘ：０６‐６４９１‐８９４１

加入要件は？

※介護保険サービスにおける施設及び居住系サービスを利用している、病院又は診療所に９０日以上入院
　している、障害者支援施設、救護施設又は更生施設、養護老人ホーム等に入所している方は対象外です。

本人（＝加入要件を満たした方）

被保険者は？

費用の負担額は？ 保険金額は？

無料
※市が保険契約者となります。　 上限1億円　

　以下の３つの条件をすべて満たす方は、保険にご加入いただけます。

事業内容は？



　　

被保険者であるご本人が、日常生活で他人にケガをさせたり、

他人の財物を壊したりなどにより、法律上の賠償責任を負う場合
１事故につき保険金額を限度に保険金をお支払いします。

漏水事故を発生させ、階
下の建物や家財に損害を
与えてしまった

誤って他人の自転車を壊
してしまった

レストランで食事中に、
誤って椅子を汚してし
まった

事故が起こった場合は、まずコールセンターにお電話ください。
（お手元に加入者証を用意し、証券番号・ご本人のお名前をお伝えください。）

三井住友海上事故受付センター
フリーダイヤル（２４時間３６５日受付）

０１２０－２５８－１８９

主な事故例

Q１：「川西市認知症みまもり登録」に登録したいときはどうするの？

お住まいの地域を担当している地域包括支援センターへご相談ください。
担当者が、登録手続きをご説明いたします。
　お住まいの地域を担当する地域包括支援センターは、右記の二次元コードから確認、

　または、中央地域包括支援センターまでご連絡ください。

Q２：保険に加入できない施設入所者、長期入院者とは？

下記の施設で生活している方は、保険に加入できません。ご自身が生活して

いる施設が、該当するか不明な場合は、施設の職員、川西市中央地域包括支

援センター又はお住まいの地域を担当している地域包括支援センターへご確

認ください。

ア　施設サービス（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療

　　施設、介護医療院及び地域密着型介護老人福祉施設）

イ　居住系サービス（認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護

　　及び地域密着型特定施設入居者生活介護）

ウ　病院又は診療所に９０日以上入院

エ　障害者支援施設・救護施設又は更生施設・養護老人ホーム

Ｑ＆Ａ



川西市認知症高齢者等ＧＰＳ利用促進事業

 ・道迷いが心配で、常に見守りを

　　しなければならない・・・

　・知らないうちに出かけてしまい

　　さがすのが大変だった・・・

　・道迷いが心配だけど、ＧＰＳは

　　持って出かけてくれない・・・

こんなことでお困りでは
ありませんか？？

そんなお悩みに！

川西市に住民票のある「川西市認知症みまもり登録」の登録者（一部施設

入所者・長期入院者は対象外）を対象に、ＧＰＳ機器、ＧＰＳを内蔵できる

専用シューズなどの付属品等の購入やレンタルの初期費用の一部につい

て、20,000円を上限として負担します。

※初期費用の上限を超えた分と月々の利用料等は、自己負担となります。

川西 市 認 知 症高 齢 者 等 ＧＰ Ｓ利 用 促 進 事業 は 、認 知 症 高 齢者 等 が 行方 不 明 にな っ た 際に 、
ご 家 族 等 が G P S を 活 用 し て 、 早 期 発 見 ま た は 事 故 等 の 未 然 防 止 に つ な げ る 事 業 で す 。

 申込手順

１．お住まいの地域を担当する地域包括支援センターに連絡し、「川西市認知症みまもり
　登録」に登録
　　お住まいの地域を担当する地域包括支援センターは、右記の二次元コードから確認、または

　　  中央地域包括支援センターまでご連絡ください。

２．「川西市認知症高齢者等GPS利用促進事業申請書」に記入して市へ申請
　

　※登録企業は、裏面の比較表及び別添チラシをご覧いただき、お選びください。
　　後日、企業から利用契約のための連絡があります。

　＜お問い合わせ＞
　川西市福祉部介護保険課　中央地域包括支援センター　TEL：072-755-7581　FAX：072-740-2003

ここやでＧＰＳどこ行ったん？

安心して生活できるように



ここやでＧＰＳ　登録企業サービス内容・利用料比較表
◆サービス内容

登録企業 ホームネット㈱
（03-5285-4538）

㈱あんしんサポート
（092-843-1881）

セコム㈱
（072-759-8151）

GPS端末サイズ・重さ

縦 47.5mm
横 38.5mm
幅 11.8mm

約 25ｇ

縦 49mm
横 49mm

幅 15.5mm
約 39ｇ

縦 84mm
横 46mm
幅 16mm
約 67ｇ

連続待受時間 最大480時間 最大1,140時間 最大350時間

コールセンター検索依頼 〇 〇 〇

インターネット位置検索 〇 〇 〇

エリア通知
 ※あらかじめ登録した場所を通過
  したときに通知する機能のこと

〇 〇 〇

日常生活賠償保険 〇
(３億円) なし なし

現場急行依頼 なし なし 〇

端末収納シューズ 〇
（１種類）

〇
（３種類） なし

靴加工サービス 〇 なし なし

介護者向け電話相談 〇
（Ｒ7.４～） なし なし

◆サービス利用料（税込） 
市負担の利用料（☆の合計額２万円まで）

☆ 初期費用 7,700円 7,700円 4,950円

☆ 端末収納シューズ 9,900円 9,680円又は11,880円 なし

☆ 靴加工サービス 14,300円～ なし なし

☆ 充電器 （初期費用に含む） （初期費用に含む） 2,750円又は6,490円

利用者負担の利用料

月額負担額 2,200円 1,980円 1,320円

コールセンター検索依頼 無料
(回数制限無し)

無料
(回数制限無し) 220円/回

現場急行 なし なし 11,000円/時間

インターネット位置検索 無料 無料 無料



DCネット　希望をかなえるヘルプカード □検索詳しくは…

ヘルプカードを使っているご本人からの
メッセージ動画です

認知症の人などが、自分が望んでいること（やりたいことや続けたいことなど）を、安心して

スムーズにできるために、自分が使うカードです。自分が望むことやわかってほしいこと、お

願いしたいことを書いておき、必要な時に周りの人に見せて使います

持って安心！使って便利！

地域の方
まちで働く方へ

自分のまちやお店等で、希望をかなえ
るヘルプカードのことを伝えあっていき
ましょう。
このカードを提示されたときは、ちょっと
した手助けをお願いします！

中高年の方
認知症の方へ

認知症になってからも、希望をかなえ
るヘルプカードを持って、一人で安心
して楽しく外出を続けている人たち
が増えてきています。
カードのひな形があります。自分に合
ったカードを作ってみませんか？

〇自分をわかってもらえる

　　外見から気付いてもらいにくいことを、カードで伝えることができる

〇うまく話さなくても、望みや伝えたいことをわかってもらえる

　　話しにくかったり､言葉が出にくくても、カードを

　　見せることで相手にスムーズに伝えることができる

〇忘れても大丈夫

　　カードに書いておけば、忘れても確認できる

〇緊急時や災害時の備えになる

　　普段から外出時に持ち慣れているといざという場合に役立つ

使うメリット

　
川西市福祉部介護保険課　中央地域包括支援センター
電話　072-755-7581

問い合わせ先

道行く人やお店、銀行、交通機関などで働く
人も、カードを見ると必要なことがすぐわか

るととても好評です。



希望をかなえるヘルプカード ヘルプマーク・ヘルプカード

・認知症の本人が使用する
・診断前後から進行後も幅広く利用する

・外見ではわからないが、援助や配慮を必要として
　いる人が使用する

・本人が望みをかなえる上での不安や不自由
　を解消するのための内容を記載する

・持ち物等につけて周囲に援助や配慮を必要として　
　いることを知らせる

・配慮等を求めたい場面でカードを提示し、必要な配慮や援助の内容を相手に知らせる

・市ホームページからダウンロード、　
　または市中央地域包括支援セン
　ターで配布（申請不要）

・市地域福祉課等で配布（要申請）

〇自分に合った持ち方の工夫をしましょう

名刺入れや財布に入れる カバンやベルトにつける お薬手帳にはさむ

〇ヘルプマーク等との違い

自分用のカードを作ってみましょう

〇カードの一例です 見た人がわかりやすいように、
伝えたいことをはっきりと書きましょう



認知症の方などの介護を行う際には、周囲の人から見ると介護していることがわ

かりにくく、誤解や偏見を持たれることがあります。介護する方が介護中である

ことを周囲に理解していただくためのマークです。

⚫介護していることを周囲にさりげなく知ってもらいたいとき

⚫駅やサービスエリア等のトイレで付き添うとき

⚫介護者が異性の下着を購入するとき　　　等

障がいの種別や症状を問わず介護をする際に使用できます。

「介護マーク」とは

使う場面

　問い合わせ先　

市ホームページからダウンロードし、首からかけられるようにストラップ付ケース
に入れるなどしてご利用ください。

川西市福祉部介護保険課　中央地域包括支援センター
電話　０７２－７５５－７５８１



4．各地区の認知症に関する高齢者の現状

　　令和6年度各地区の認知症に関する活動紹介　　
　　　　　　　　　　　～活動者の声～

　　令和6年度認知症地域支援推進員の活動紹介 
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各地区の認知症に関する高齢者の現状
　

全　市
久代小校区

久代小地区

加茂小校区

加茂小地区

川西小校区

川西小地区

桜が丘小
校区

桜小地区

川西北小
校区

北小地区

明峰小校区

明峰小地区

多田小校区

多田地区

１５３,５１０人 ９,２４２人 １０,８０８人 １３,２２６人 ８,６６５人 １０,９８９人 １４,４９６人 ９,９４０人

４８,４０３人 ２,２７９人 ３,２０２人 ３,７３３人 ２,７７３人 ２,８００人 ４,８１２人 ２,８４９人

(３１.５%) (２４.７%) (２９.６%) (２８.２%) (３２.０%) (２５.５%) (３３.２%) (２８.７%)

３８,４３０人 １,８１０人 ２,４４２人 ２,８１８人 ２,１４４人 ２,１０４人 ３,８９７人 ２,３１６人

(７９.４%) (７９.４%) (７６.３%) (７５.５%) (７７.３%) (７５.１%) (８１.０%) (８１.３%)

９,９７３人 ４６９人 ７６０人 ９１５人 ６２９人 ６９６人 ９１５人 ５３３人

(２０.６%) (２０.６%) (２３.７%) (２４.５%) (２２.７%) (２４.９%) (１９.０%) (１８.７%)

１,１５１人 ５９人 ９５人 １０７人 ６９人 ５７人 ９７人 ８０人

８,８２２人 ４１０人 ６６５人 ８０８人 ５６０人 ６３９人 ８１８人 ４５３人

認知症Ⅰ １,８０７人 ７１人 １４９人 １６４人 １２１人 １４１人 １６６人 ８１人

認知症Ⅱａ ７９６人 ３５人 ７４人 ７２人 ６３人 ６１人 ７６人 ４２人

認知症Ⅱｂ １,８２７人 ９６人 １４４人 １７９人 １０４人 １１９人 １８４人 １０３人

認知症Ⅲa １,１１０人 ７０人 ７６人 ９３人 ６２人 ８４人 １２０人 ４４人

認知症Ⅲｂ １７５人 ７人 １５人 １９人 １０人 １８人 １３人 １２人

認知症Ⅳ ２５９人 ９人 ２１人 ２６人 １８人 １４人 ３１人 １７人

認知症Ｍ ２２人 ４人 ２人 ２人 ２人 ２人 ２人 １人

小計（認知症Ⅰ～Ｍ） ５,９９６人 ２９２人 ４８１人 ５５５人 ３８０人 ４３９人 ５９２人 ３００人

（参考：
　認知症自立）

２,７５６人 １１３人 １７７人 ２４７人 １７５人 １９２人 ２２２人 １４９人

（参考：
　自立度不明）

７０人 ５人 ７人 ６人 ５人 ８人 ４人 ４人

認知症みまもり登録者数 １９２人 ８人 １５人 １６人 １４人 １７人 ２４人 １６人

民生委員・児童委員 ２２８人 １６人 １５人 ２１人 １３人 １７人 ２１人 １２人

地区福祉委員会 １,１７２人 ５３人 ７８人 ６３人 ５５人 ７０人 ８５人 ７７人

キャラバン・メイト活動者 １７８人 １７人 １４人 １０人 ６人 ７人 ７人 １４人

認知症サポーター（新規） １,７３０人 ８６人 １４９人 ７５人 ２５人 ２１４人 ５３人 １８６人

　

小学校区名

地区福祉委員会名

人口

６５歳以上人口

（人口構成比）

６５歳以上の
要支援・要介護認定を
受けていない人

（６５歳以上人口構成比）

６５歳以上の
要支援・要介護認定者

（６５歳以上人口構成比）

施設入所の要支援・要
介護認定者

在宅の要支援・
要介護認定者

※令和６年３月３１日現在
※小学校区と地区福祉委員会の名称は必ずしも一致しません。
※６５歳以上の要支援・要介護認定者の内訳は、介護認定認定調査票より抽出しています。
　住所地特例の人は除いています。
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全　市

１５３,５１０人

４８,４０３人

(３１.５%)

３８,４３０人

(７９.４%)

９,９７３人

(２０.６%)

１,１５１人

８,８２２人

認知症Ⅰ １,８０７人

認知症Ⅱａ ７９６人

認知症Ⅱｂ １,８２７人

認知症Ⅲa １,１１０人

認知症Ⅲｂ １７５人

認知症Ⅳ ２５９人

認知症Ｍ ２２人

小計（認知症Ⅰ～Ｍ） ５,９９６人

（参考：
　認知症自立）

２,７５６人

（参考：
　自立度不明）

７０人

認知症みまもり登録者数 １９２人

民生委員・児童委員 ２２８人

地区福祉委員会 １,１７２人

キャラバン・メイト活動者 １７８人

認知症サポーター（新規） １,７３０人

　

小学校区名

地区福祉委員会名

人口

６５歳以上人口

（人口構成比）

６５歳以上の
要支援・要介護認定を
受けていない人

（６５歳以上人口構成比）

６５歳以上の
要支援・要介護認定者

（６５歳以上人口構成比）

施設入所の要支援・要
介護認定者

在宅の要支援・
要介護認定者

多田東小
校区

多田東地区

緑台小・
陽明小校区

ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ
地区

清和台小・
清和台南小
校区

清和台地区

けやき坂小
校区

けやき坂小
地区

東谷小・
黒川小校区

東谷地区

牧の台小
校区

大和地区

北陵小校区

北陵地区

１２,８２４人 １３,６８６人 １１,９１３人 ６,５１０人 １２,９５８人 １０,８０４人 ７,４４９人

３,７３４人 ５,５３３人 ４,５７６人 １,６４６人 ３,９０２人 ４,２３２人 ２,３３２人

(２９.１%) (４０.４%) (３８.４%) (２５.３%) (３０.１%) (３９.２%) (３１.３%)

３,０３５人 ４,２８１人 ３,７７８人 １,３６１人 ３,１８５人 ３,２７４人 １,９８５人

(８１.３%) (７７.４%) (８２.６%) (８２.７%) (８１.６%) (７７.４%) (８５.１%)

６９９人 １,２５２人 ７９８人 ２８５人 ７１７人 ９５８人 ３４７人

(１８.７%) (２２.６%) (１７.４%) (１７.３%) (１８.４%) (２２.６%) (１４.９%)

７１人 １３３人 １０８人 ３１人 ９２人 ９８人 ５４人

６２８人 １,１１９人 ６９０人 ２５４人 ６２５人 ８６０人 ２９３人

１１８人 ２４０人 １３６人 ４２人 １３６人 １７１人 ７１人

５１人 ７８人 ６４人 ２９人 ５９人 ６７人 ２５人

１２４人 ２３６人 １１４人 ５２人 １３５人 １８３人 ５４人

８２人 １６２人 ８５人 ３４人 ６０人 １０７人 ３１人

９人 １５人 １４人 ６人 １２人 １７人 ８人

１６人 ２０人 ２３人 ５人 ２３人 ２２人 １４人

０人 ２人 １人 ０人 ３人 １人 ０人

４００人 ７５３人 ４３７人 １６８人 ４２８人 ５６８人 ２０３人

２１６人 ３６５人 ２４８人 ８５人 １９３人 ２８９人 ８５人

１２人 １人 ５人 １人 ４人 ３人 ５人

２１人 １２人 １３人 ２人 １５人 １３人 ６人

１８人 ２１人 １９人 ９人 ２１人 １４人 １１人

７８人 １５９人 ９９人 ５１人 ９５人 １１５人 ９４人

２４人 １３人 ３１人 １０人 ５人 １１人 ９人

７０人 ２１２人 １２１人 １２０人 ０人 １１９人 ３００人

18



【久代小地区】

　昨年度に続き、キャラバン・メイトが地域

の“久代まつり”で啓発活動をしました。

　福祉ネイルコーナーを設け、若い世代の

人を呼び込み、認知症についての関心度

アンケートの協力を呼びかけました。

【加茂小地区】

　地域ケア会議に参加し、認知症の本人が地域のグランドゴルフやカフェで、共に楽しく

過ごせるように話し合いました。

　川西市と医師会が共催で作った連携ツール「つながりノート」の連絡会にも、積極的に

参加し学びを深めています。

【久代小地区・加茂小地区合同】

川西南中学校の１年生対象に、認知症サポーター養成講座を開催。講義の後、寸劇と映

画を見てグループワークをしました。寸劇では１年生の演劇部の生徒がキャラバン・メイト

と共に名演技！グループワークではキャラバン・メイトが学生の中に溶け込みファシリ

テートし、活発な発表がなされました。

　

　

 

南中～
ファイト オー　!

生徒の話を引き出し、聴く

令和6年度各地区の認知症に関する活動紹介　～活動者の声～
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【川小地区】

　今年度の活動としては定例会議を4回、認知症サポーター養成講座を1回開催しました。

　認知症サポーター養成講座では、小学校PTAの方々と昨年度から検討を重ね、親子

を対象とした講座を実現しました。この親子向け講座は初めての試みでしたが、多くの方

にご参加いただきました。内容は小学生にも分かりやすい構成とし、○×クイズを取り入

れることで、低学年の子どもたちも楽しみながら学べるものにしました。

　また定例会議では、小学校区内にある「そんぽの宿 鶴の荘」の施設長にご参加いただ

き、施設入所者とキャラバン・メイトが交流できる機会を作れないかと意見交換を行いま

した。具体的な交流の実現には至っていませんが、今後も引き続き検討し、実現に向け

て模索していきたいと考えています。

　来年度もさまざまな企画を通じて、認知症に関する普及啓発活動をさらに進めていき

たいと思います。

 

【桜小地区】

　今年度は、3か月ごとの定例会議を4回と認知症サポーター養成講座を1回開催しまし

た。

　認知症サポーター養成講座は、東花会館にて桜小地域住民を対象に実施しました。講

座では、認知症についての座学とキャラバン・メイトによる寸劇を通じて、認知症への理

解を深め、対応方法をわかりやすく伝えました。

　また今年度は、新しいキャラバン・メイトが活動に参加し、更なる活気がうまれました。今

後も地域住民へ認知症の理解を深めてもらえるよう活動していきます。

 

令和6年度各地区の認知症に関する活動紹介　～活動者の声～
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【北小地区】

　毎月の定例会議と認知症カフェを開催しました。

　認知症カフェには毎回20名以上が参加し非常に盛り上がっています。若年性認知症

の方を介護するご家族の講話や毎年恒例の演奏会も実施し、参加者の皆さんに楽しん

でいただくことができました。

　また今年度もメガネのパリミキの喫茶コーナーをお借りし、認知症カフェを3回開催しま

した。この取り組みは今年で4年目となり、参加者からは「ゆっくり話ができて心地が良

い」とお声をいただいています。

 

【明峰地区】

　６月に明峰地区初めての認知症カフェ「笑（しょう）カフェ」が

オープンしました。場所は、小規模多機能型居宅介護事業所

の2階で、毎月第3木曜日の14時から開催しています。景色

も良く落ち着いた雰囲気でゆっくり寛げるカフェとなっていま

す。誰でも参加可能となっています。

　サロンたんぽぽや、春と秋の年２回開催の青空ふれあい広場など、色々な形の居場所

があることで、お一人暮らしの方でも、地域と繋がるきっかけになります。また、専門職が

いることで認知症や介護保険などのご相談にも乗らせていただきます。

　12月13日に「認知症行方不明者SOSネットワーク訓練」を開催しました。毎年、声かけ

訓練が主となっていましたが、より実践的な訓練になればとの思いで、今回は初めての

試みで、情報共有や連絡方法に、携帯電話のグループライン機能を使って情報のやりと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　りを行いました。警察への通報の次に地域へ連絡して、明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　峰地区ネットワーク構成員に捜索を依頼します。訓練開始

　　　　　　　　　　　　　　　　　　前に、キャラバン・メイトから説明をして、寸劇を通して行方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　不明までの経過をお伝えさせていただきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訓練として確認しておくことで、いざという時に地域の方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　も安心した行動が取れるのではと考えています。

令和6年度各地区の認知症に関する活動紹介　～活動者の声～
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【多田地区】

　10月９日に地区の中心部にあるイオンタウン川西において、多田東地区主催の認知症

行方不明者SOSネットワーク訓練に参加しました。

　また、多田公民館では、毎月第４水曜日に認知症予防脳トレゲームを行っています。偶

数月はスローイングゲーム、奇数月は三室先生によるナツメロ健康ストレッチを楽しく

行っています。

　毎月第３火曜日は認知症カフェ「オランジュ多田」を開催しています。毎月違ったイベン

トを行うことで参加者に喜んでいただいています。

 

【多田東地区】

　１０月９日イオンタウン川西において、「認知症行方不明者ＳＯＳネットワーク訓練」を行

いました。行方不明の方に声をかける訓練です。思い切って一声かけるのが大切です。

平日にも関わらず、従業員の方、多田地区や地域住民３６名の参加がありました。

　また、「ほっこりのわ」を毎週月曜日に多田東会館で開催しています。どなたでも来てい

ただき、お茶を提供しています。その中で偶数月の第４月曜日に認知症カフェ「オレンジ

のわ」を開催しています。いろいろな催しを考えています。特にハンドマッサージが好評

です。おしゃべりをしながらマッサージを行い、さりげなく困っていることをお聞きし、包括

に繋げています。

 

令和6年度各地区の認知症に関する活動紹介　～活動者の声～
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【緑台地区】

　キャラバン・メイトの活動として、地域の認知症サポーター養成講座や認知症行方不明

者SOSネットワーク訓練だけでなく、認知症に関する活動強化のため、メンバーの連絡

会と事務局会議を交互に毎月開催しています。

　年間事業計画として４月の連絡会では川西市施策「認知症対策アクションプラン」の概

要説明を受け、最新の情報を共有しました。　１１月には緑台地域包括支援センター主催

の「地域包括フェア」にスタッフとして参加、地域包括支援センターが認知症の相談窓口

であることや、認知症について若い子育て世代にも広く知っていただくためのプログラム

に積極的に協力しました。また、高齢化が進むマンションでの認知症セミナーを開催、

キャラバン・メイトが日頃行っている認知症予防について発表しました。２月にはスキル

アップ研修として施設の管理者を招き、認知症本人の意思決定支援の事例を通した学

習会を開催しました。認知症を正しく理解しながら、ともに暮らせるまちづくりを目指して

今後も活動していく予定です。

　　

 

事務局会議 地域包括フェア スキルアップ研修

令和6年度各地区の認知症に関する活動紹介　～活動者の声～
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【清和台地区】

　今年度は清和台小学校、清和台南小学校、トナリエ清和台店舗職員、地域住民、自治

会役員を対象に認知症サポーター養成講座を行いました。昨年は実施できなかった、清

和台南小学校でも行うことができ、認知症について学ぶ機会をもってもらうことができま

した。

　また、毎年行っている認知症行方不明者SOSネットワーク訓練や、認知症月間の９月

に合わせて、トナリエ清和台での認知症啓発イベントも実施しています。今年度は認知

症啓発講演会・VR体験会の日に合わせて、普段はカフェ内で行っている「ひとやすみカ

フェ」を、人通りの多い１階広場での開催と認知症啓発パネル展示を行いました。

　イベントで「ひとやすみカフェ」を初めて知った人もいたため、認知症カフェを知っても

らうきっかけになったと思います。

　認知症啓発や講座等、参加してくれる方の顔ぶれが同じことが多く、もっと多くの方に

認知症について正しく知ってもらうためにはどうしたらいいかを、今後考えていく必要が

あると感じています。

 

【けやき坂地区】

　けやき坂認知症福祉部会では認知症サポーター養成講座と認知症行方不明者SOS

ネットワーク訓練を行いました。

　１月１６日に開催したけやき坂小学校3年生への認知症サポーター養成講座では、昨年

と同様オープンスクール時に行うことができたので、保護者の方にも子供達が認知症に

ついて学んでいる様子や講座について知ってもらうことができました。

　終了後のアンケートでは「困っている人がいたらしっかりとよりそってあげた方がよいと

いうことがわかってよかったです」や「認知症の薬はつくれないのかな」といった感想があ

り、思いやりの気持ちをもつという大事なことが伝わっていました。

　ももちゃんカフェでは、参加者が抹茶を点てたり、メイク講座やアロマ講座を不定期で

実施しています。参加者も少しずつ増え、楽しく会話ができる場所となっています。

 

令和6年度各地区の認知症に関する活動紹介　～活動者の声～
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【東谷中学校地区】

　昨年に引き続き、認知症のある方、そのご家族（介護者）が一緒に参加できる場を企画

運営しました。地域にある喫茶店店主にもご賛同、協力いただきました。

　「認知症」の発症から、ご本人やご家族（介護者）は、

社会とのつながりが希薄になり、孤立化することがあ

ります。この場が、そのような問題を解決するための

一つになることを目指しています。

　喫茶店でケーキセット注文して、おしゃべりを楽しむというごく普通のことのように思わ

れるようなことも、認知症の当事者（家族含）になると心理的なハードルが高くなるようで

す。

　この企画は２つの希望を元に運営しています。

　　・「昔、通っていた喫茶店でコーヒーを飲みたい」という認知症当事者の希望

　　・「他の介護者の方は、どのような気持ちで介護をされているのか知りたい」という

　　　介護者の希望

　当事者方々の「希望」を具体化し、安心して参加できる環境をつくるために4つのことを

大事にしています。

　　・対話重視であること

　　・参加者の誰ひとりとして傷つくことがないように配慮すること

　　・当事者の方々からの希望に基づくこと

　　・参加者同士がつながり、共感し合える場であること

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来年度も、当事者の希望をもとに、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つながりが広がるように取り組んでいきます。

令和6年度各地区の認知症に関する活動紹介　～活動者の声～
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【認知症地域支援推進員の活動報告】

　川西市内８か所地域包括支援センター所属の認知症地域支援推進員が、市内在住、

在勤の方へ向け、認知症サポーター養成講座を開催しました。（6月29日、2月15日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　認知症は、高齢の方だけでなく、社会全体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で取り組んでいく課題の一つであることから、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今回は、広い世代の方に受講していただける

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よう配慮しました。

　定員を超えるご応募があり、関心が高いテーマであることを、改めて感じました。

　参加者のアンケートからは　「何をサポートすれば良いか分からないときは、当事者に

聞くことから」「サポーターとしてまずできることは、先回りして考えず、当事者と一緒に考

えることから始めること」という感想が聞かれました。

　認知症地域支援推進員は、　「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の根

幹である当事者の視点に基き、新しい認知症観の普及啓発に取り組みます。

　「認知症に対する誤解や偏見（古い認知症観）を取り払い、『新しい認知症観』の普及

啓発を行うこと」「当事者の声を踏まえ、皆でアイディアを持ち寄り、誰もが自分らしく暮

らせるまちにするため、何ができるかを考える」そういった機会を積み重ねることで、人と

人がつながり、オレンジの輪が広がっていくよう、これからも取り組んでいきます。
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